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低入札価格調査をへて契約を締結する措置要領の一部を改正する要領(R03.1.1) 

低入札価格調査をへて契約を締結する措置要領（平成１７年山口市制定）を次のとおり改正する。 

新 旧 

 （用語の定義） 

第２条 この要領における用語は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 「対象業者」とは、山口市低入札価格調査実施要領第３条第１号及び

第２号の算定式の「一般管理費等の７／１０」を「一般管理費等の３／

１０」として算定した額を下回る価格をもって落札者となったものをい

う。 

(2) 「対象工事」とは、山口市低入札価格調査実施要領第３条   第１

号及び第２号の算定式の「一般管理費等の７／１０」を「一般管理費等

の３／１０」として算定した額を下回る価格をもって落札した工事をい

う。 

(3) 「市内業者」とは、競争入札参加資格者で市内に本店を置くものをい

う。 

 （対象業者に対する施工に関する措置） 

第３条 市長は、対象業者に対し、対象工事の施工に関し、次の各号に掲げ

る事項を措置するものとする。 

(1) 下請契約の厳格化に関する事項 

ア 下請契約があるときは、対象工事の  契約締結後１４日以内に  

                             「施

工体制台帳の写し」及び「施工体系図の写し」（いずれも「施工体制の

適正化」に関する事務取扱要領に定めるもの。）の提出を義務付ける。 

イ 下請契約締結後、速やかに当該契約書の写し及び     「下請

 （用語の定義） 

第２条 この要領における用語は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 「対象業者」とは、山口市低入札価格調査実施要領第３条第１号及び

第２号の算定式の「一般管理費等の７／１０」を「一般管理費等の３／

１０」として算定した額を下回る価格をもって落札者となったものをい

う。 

(2) 「対象工事」とは、山口市低入札価格調査実施要領第３条第１項第１

号及び第２号の算定式の「一般管理費等の７／１０」を「一般管理費等

の３／１０」として算定した額を下回る価格をもって落札した工事をい

う。 

(3) 「市内業者」とは、競争入札参加資格者で市内に本店を置くものをい

う。 

 （対象業者に対する施工に関する措置） 

第３条 市長は、対象業者に対し、対象工事の施工に関し、次の各号に掲げ

る事項を措置するものとする。 

(1) 下請契約の厳格化に関する事項 

ア 下請契約の請負代金の額にかかわらず、契約締結後１４日以内に別

に定める「施工体制の適正化」に関する事務取扱要領に規定する「施

工体制台帳   」及び「施工体系図   」           

                     の提出を義務付ける。 

イ 下請契約締結後、速やかにその    写しと、別記様式１「下請
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工事発注・資材利用状況報告書」（建設工事等の入札における入札条件

及び指示事項に定めるもの。）の提出を義務付ける。 

ウ 請負代金支払い完了後、３０日以内に下請契約毎に支払額の確認が

できる書類の提出を義務付ける。 

(2) 資材調達にかかる契約等の厳格化に関する事項 

ア 対象工事の契約締結後、速やかに資材仕入れ先、及び仕入れ単価に

ついて、     「下請工事発注・資材利用状況報告書」及び  

   「建設資材の購入及びリサイクル製品の利用状況」（いずれも建

設工事等の入札における入札条件及び指示事項に定めるもの。）の提出

を義務付ける。 

イ 請負代金支払い完了後、３０日以内にアの規定により提出した「建

設資材の購入及びリサイクル製品の利用状況」に基づき支払額の確認

できる書類を提出するものとする。 

(3) 工事品質の向上に関する事項 

ア 監督体制の強化 

施工に当たり、別に定める「山口市建設工事重点監督実施要領」

を適用する。 

イ 抜き打ち検査の実施 

対象工事のうち、請負代金の額が５，０００万円（建築一式工事

は１億円）以上の工事について、別に定める「山口市抜き打ち検査

実施要領」による検査を施工中に１回以上、実施する。 

(4) 検査成績等に関する事項 

対象工事の工事成績評点が６５点未満のときは、山口市入札参加資格者

に係る指名停止等措置要領別表第３号に掲げる措置要件（粗雑な契約履行）

工事発注・資材利用状況報告書」                 

            の提出を義務付ける。 

ウ 工事費 支払い完了後、３０日以内に下請契約毎に支払額の確認が

できる書類の提出を義務付ける。 

(2) 資材調達にかかる契約等の厳格化に関する事項 

ア      契約締結後、速やかに資材仕入れ先、及び仕入れ単価に

ついて、別記様式１「下請工事発注・資材利用状況報告書」及び別記

様式２「建設資材の購入及びリサイクル製品の利用状況」     

                            の提出

を義務付ける。 

イ 工事費 支払い完了後、３０日以内に別記様式２        

                   に基づき支払額の確認でき

る書類を提出するものとする。 

(3) 工事品質の向上に関する事項 

ア 監督体制の強化 

施行に当たり、別に定める「山口市建設工事重点監督実施要領」

を適用する。 

イ 抜き打ち検査の実施 

対象工事のうち、請負代金の額が５，０００万円（建築一式工事

は１億円）以上の工事について、別に定める「山口市抜き打ち検査

実施要領」による検査を施工中に１回以上、実施する。 

(4) 検査成績等に関する事項 

対象工事の工事成績評点が６５点未満のときは、山口市入札参加資格者

に係る指名停止等措置要領別表第３号に掲げる措置要件（粗雑な契約履行）
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附 則 
 この要領は、令和３年１月１日から施行する。 

に該当すると認め、指名停止を行うことができる。この場合において、山

口市入札制度等検討委員会に諮り、指名停止を行わなければならない。 

 

（削除） 

（削除） 

に該当すると認め、指名停止を行うことができる。この場合において、山

口市入札制度等検討委員会に諮り、指名停止を行わなければならない。 

 

様式１ 省略 

様式２ 省略 


